
令和元年度 松浪地区まちぢから協議会 第８回 運営委員会 次第 

 

日時 令和元年１２月１８日（水）９：３０～   

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２  

 

１ 開会（植松会長） 

 

 

２ 議事 

（１）賀詞交換会について 

 

（２）視察研修について 

 

（３）その他 

 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

 

６ 自治会館の管理運営について 

 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

 

１０ 会計からの報告 

 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会 

 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会 

 

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ 

 

(５) 松浪地区体育振興会 

 

(６) 松浪地区スポーツ少年団 



 

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 環境指導員 

 

(１７) 浜竹一丁目自治会 

 

(１８) 浜竹二丁目自治会 

 

(１９) 浜竹三丁目自治会 

 

(２０) 浜竹四丁目自治会 

 

(２１) 松浪一丁目自治会 

 

(２２) 松浪二丁目自治会 

 

(２３) 富士見町自治会 

 

(２４) LG富士見町自治会 

 

(２５) 常盤町自治会 

 

(２６) 緑が浜自治会 

 

(２７) 汐見台自治会 

 



(２８) 出口町自治会 

 

(２９) ひばりが丘自治会 

 

(３０) 美住町自治会 

 

（３１）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

別紙のとおり（総会資料事業計画等資料を参照） 

 

１４ 閉会 

 

 

 次回運営委員会：令和２年１月１５日（水） 



令和元年12月11日現在

茅ヶ崎市役所関係
所属 役　　職 氏　　名 出欠

1 1 　 茅ヶ崎市長 佐藤　光
2 2 　 茅ヶ崎市副市長 塩崎　威
3 3 　 茅ヶ崎市副市長 岸　宏司
4 4 　 茅ヶ崎市教育長 竹内　清
5 5 茅ヶ崎市　総務部 理事・部長 秋津　伸一
6 6 茅ヶ崎市　市民安全部 部長 若林　英俊
7 7 茅ヶ崎市　福祉部 部長 熊澤　克彦
8 8 茅ヶ崎市　環境部 部長 重田　康志
9 9 茅ヶ崎市　教育推進部 部長 中山　早恵子
10 10 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 課長 富田　雄也 ○
11 11 茅ヶ崎市　教育委員会教育推進部社会教育課 小和田公民館　担当課長 鈴木　俊也
12 12 茅ヶ崎市消防署警備第一課小和田出張所 所長 矢野　謙一
13 13 茅ヶ崎市消防署警備第二課小和田出張所 所長 岸　研二
14 14 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 課長補佐 伊藤　昌宏 ○
15 15 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 副主査 忠隈　厚志 ○

茅ヶ崎市議会
16 1 茅ヶ崎市議会 議員 阿部　英光
17 2 茅ヶ崎市議会 議員 水本　定弘
18 3 茅ヶ崎市議会 議員 広瀬　忠夫
19 4 茅ヶ崎市議会 議員 杉本　啓子

茅ヶ崎市社会福祉協議会

20 1 社会福祉法人　茅ヶ崎市社会福祉協議会 会長 水島　静夫
21 2 社会福祉法人　茅ヶ崎市社会福祉協議会　松浪地区担当 担当 長谷川　恵理子

松浪地区まちぢから協議会　委員

22 1 松浪地区まちぢから協議会 推薦委員 植松　伸擴 ○ － －
23 2 浜竹一丁目自治会 会長 中井　汎
24 3 浜竹二丁目自治会 会長 前田　積
25 4 浜竹三丁目自治会 会長 杉本　誠
26 5 浜竹四丁目自治会 会長 末松　一豊 ○ 副会長 柳生　順一
27 6 松浪一丁目自治会 会長 白石　壽明 ○ 副会長 佐久間　康
28 7 松浪二丁目自治会 会長 長谷川　清
29 8 富士見町自治会 会長 野村　純二
30 9 LG富士見町自治会 会長 辻　俊子 ○ － －
31 10 常盤町自治会 会長 高橋　一紀 ○ 副会長 原屋敷　典子
32 11 緑が浜自治会 会長 刈間　昌仁
33 12 汐見台自治会 会長 松井　教 ○ 副会長 谷口　哲
34 13 美住町自治会 会長 朝岡　通光 ○ 副会長 大内 和史
35 14 出口町自治会 会長 荒牧　喬平 ○ 副会長 瀧川　一輝
36 15 ひばりが丘自治会 会長 渡邊　勇次

松浪地区まちぢから協議会　委員
所属 役職 氏　　名 出欠 － －

37 1 松浪地区社会福祉協議会 会長 坂井　修一
38 2 松浪地区民生委員・児童委員協議会 会長 高田　陽子
39 3 松浪地区老人クラブ連合会 会長 大曽根　修一 × － －
40 4
41 5
42 6 松浪小学校区青少年育成推進協議会 監査 大類　ひさ枝 ○ － －
43 7 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 会長 小野江　達人
44 8 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 副会長 佐々木　睦子
45 9 松浪地区体育振興会 副会長 新倉　哲也
46 10 松浪地区スポーツ少年団 会長 櫻井　武一 ○ － －
47 11 松浪中学校ＰＴＡ 会長 鈴木　美奈子
48 12 松浪小学校ＰＴＡ 本部渉外担当 土屋　須賀子
49 13 緑が浜小学校ＰＧＴ 副会長 椿　恭子
50 14 汐見台小学校ＰＴＡ 会長 和田　美香
51 16 食生活改善推進団体 会員 菊池　紀子
52 17 公募委員 　 川田　昌子 ○
53 18 公募委員 　 加藤　敦子
54 19 広報委員 　 平松　民平

学校関係
55 1 茅ヶ崎市立　松浪小学校 校長 平木　恵美
56 2 茅ヶ崎市立　松浪小学校 教頭 安倍　武雄
57 3 茅ヶ崎市立　松浪中学校 校長 亀田　春彦
58 4 茅ヶ崎市立　松浪中学校 教頭 譜久山　文野
59 5 茅ヶ崎市立　緑が浜小学校 校長 西片　尚之
60 6 茅ヶ崎市立　緑が浜小学校 教頭 小野　範子
61 7 茅ヶ崎市立　汐見台小学校 校長 石井　久美
62 8 茅ヶ崎市立　汐見台小学校 教頭 髙野　敦
63 9 茅ヶ崎市立　浜須賀中学校 校長 小林　美佐子
64 10 茅ヶ崎市立　浜須賀中学校 教頭 堀越　重良
65 11 学校法人　平和学園 学園長 所澤　保孝

松浪地区地域包括支援センターさざなみ 管理責任者 森　森恵

二人目

二人目

令和２年賀詞交歓会　案内状送付リスト及び出席予定者



司　会

中井会長 熊澤部長 添田部長 秋津部長 植松会長 中山部長 山田担当課長 前田顧問
（浜竹一） （福祉部） （市民安全部） （総務部長） （まちぢ） 佐藤市長 （小和田公民館） （緑が浜）

松井会長 前田会長 亀田校長  杉本会長 長本副会長
（汐見台） （浜竹二） （松浪中）  （浜竹三） （緑小推進協）

大内副会長 谷口副会長 小野江会長 山﨑副市長 作道教頭 河村副会長
（美住町） （汐見台） （緑小推進協） （松浪中）

水本議員 飯塚副会長 広瀬議員 神原教育長 乃村会長 伊藤副会長 山川会長
（市議員） （地区社協） （市議会） （松浪中ＰＴＡ） （緑が浜小ＰＧＴ） （緑が浜小ＰＧＴ）

小田島所長 白石会長 富田課長 土岐副会長 長谷川会長 鶴崎副会長 野村会長 森管理者 丸本委員
（小和田消防署） （松浪一） （市民自治推進課） （松浪二丁目） （松浪二丁目） （富士見町） （富士見町） （さざなみ） （さざなみ）

石井校長 菊池委員 小海副会長 永倉課長補佐 平木校長 末松会長 小林校長 荒牧会長 新倉副会長
（汐見台小） （食改） （松浪一） （市民自治推進課） （松浪小） （浜四） （浜須賀中） （出口町） 体育振興会）

柴田教頭 原屋敷副会長 辻会長 小松担当主査 長坂教頭 柳生副会長 堀越教頭 瀧川副会長  前園委員
（汐見台小） （常盤町） （ＬＧ富士見町） （市民自治推進課） （松浪小） （浜四） （浜須賀中） （出口町） （体育振興会）

小松会長 中東会長 大類監査 忠隈副主査 木下副会長 田中会長 平松委員 北村委員 川田委員
（汐見台小推進協） （松小青推協） （市民自治推進課） （松浪小PTA） （ひばりが丘） （広報） （広報） （公募）

 

至調理室 鏡側

朝岡会長
（美住町）

加藤委員
（公募）

大曽根会長
（老人クラブ）

（浜竹三）

夜光副市長

Ａ　８名　

坂井会長高田委員
（民児協）

柳下副会長
（浜竹一）

（地区社協）

入口

荷物置き

窓側（参考）平成３１年　松浪地区賀詞交歓会　席次表
花

フリースペースエレベーター

F　８名 G　８名 H　８名

※ダンス披露は１Ｆのフリースペース

刈間会長
（緑が浜）（教育推進部）

J　７名

岸所長
（小和田消防署）

（汐見台小PTA）

荷物置き

西片校長　

　　　E　７名　（緑が浜小）

　　小野教頭
　（緑が浜小）

Ｄ　７名B　７名 　　Ｃ　７名

長谷川さん

　　I　８名

（市社協）

 
 

受
 

 
付

 





（参考） 松浪地区賀詞交歓会 次第 

 

日時：平成３１年１月１２日（土） １７時から１９時まで 

受付：１６時３０分から１６時５０分まで（会費：２，０００円） 

場所：松浪コミュニティセンター２階 

 

（進行 松浪地区まちぢから協議会 副会長 小野江 達人） 

 

  開 会 

 

１ ブラスバンド披露（１６時５０分～） 

  松浪中学校生徒 ※１階フリースペースで実施 

 

２ 開会挨拶（１７時～） 

松浪地区まちぢから協議会 会長 植松 伸擴 

 

 

３ 来賓挨拶 

・茅ヶ崎市長                   佐藤  光  様 

・茅ヶ崎市教育委員会教育長            神原  聡  様 

 

 

４ 乾  杯 

茅ヶ崎市議会議員                 広瀬 忠夫 様 

水本 定弘 様 

 

 

（歓  談 ････ 出席者紹介） 

 

 

５ 閉会挨拶 

松浪地区まちぢから協議会 副会長 前田 積 

 

 

６ 閉 会 



令和元年度松浪地区まちぢから協議会視察研修について（案） 

 

 

１ 日 時：令和２年２月１９日（水）８時３０分～１７時００分 

 

２ 視察先 

①神奈川県総合防災センター 

  住所：〒243-0026 神奈川県厚木市下津古下 280 

  電話：046-227-1700 

     ※団体での施設見学（90分）は要予約。 ←9～10時半で予約済み 

②昼食（未定） 

  ③JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 

    住所：〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1 

    電話：050-3362-3540 

     ※交流棟内展示、屋外ロケットを自由見学可。 

→月数回の指定日以外は解説ガイド不可（2/19はガイド無しの日） 

     ※バス駐車場利用は要予約。 ←13～15時半で予約済み 

 

３ 移 動：市マイクロバス＋市セレナ 

    ※マイクロバスは補助席使用し最大２７名乗車可。セレナは８人乗り。 

     →高速道路利用時はシートベルト着用必須のため、乗車人数は２１名まで。 

  

４ 視察の主旨  

・地域における防災の取り組みについて調査、研究することを目的として視察を実施

します。 

 

 ５ そ の 他 

 



  

 

 

 

日 に ち：令和２年２月１９日（水） 

時 間：８：３０～１７：００ 

視 察 先：神奈川県総合防災センター 

昼  食：未定 

視 察 先：JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 

        ※補助席使用時は高速道路使用不可 

≪行程表≫ 

 

時 間 場 所 

８：１０  松浪コミュニティセンター 集合  

８：２０ 出 発 松浪コミュニティセンター 

↓（移動時間 約４０分）市マイクロバス ※休憩なし 

９：００ 到 着 神奈川県総合防災センター（厚木市下津古下 280） 

 

＜見学 ９：３０～ （１２０分程度）＞ 

 

１１：００ 出 発 神奈川県総合防災センター 

↓（移動時間 約６０分）市マイクロバス 

１２：００ 到 着 昼食（未定） 

 

＜昼食 １２：００～ （６０分程度）＞ 

 

１３：００ 出 発 未定 

↓（移動時間 約１５分）市マイクロバス 

１３：１５ 到 着 JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 

（相模原市中央区由野台 3-1-1） 

 

＜見学 １３：２０～ （１２０分程度）＞ 

 

１５：３０ 出 発 JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 

↓（移動時間 約８０分）市マイクロバス ※必要に応じて休憩 

１６：５０ 到 着 松浪コミュニティセンター 解散 

（案） 



令和元年度松浪地区まちぢから協議会視察研修会（令和２年２月１９日）の出欠について

職名 氏名 団体名及び役職等 出欠 備考

1 会長 植松　伸擴 協議会推薦

2 監事 中井　汎 浜竹一丁目自治会　会長

3 副会長 前田　積 浜竹二丁目自治会　会長

4 会計 杉本　誠 浜竹三丁目自治会　会長

5 副会長 末松　一豊 浜竹四丁目自治会　会長

6 白石　壽明 松浪一丁目自治会　会長

7 長谷川　清 松浪二丁目自治会　会長

8 野村　純二 富士見町自治会　会長

9 監事 辻　俊子 LG富士見町自治会　会長

10 髙橋　一紀 常盤町自治会　会長

11 会計 刈間　昌仁 緑が浜自治会　会長

12 松井　教 汐見台自治会　会長

13 荒牧　喬平 出口町自治会　会長

14 渡邊　勇次 ひばりが丘自治会　会長

15 書記 朝岡　通光 美住町自治会　会長

16 坂井　修一 松浪地区社会福祉協議会　会長

17 高田　陽子 松浪地区民生委員児童委員協議会

18 大曽根　修一 松浪地区老人クラブ連合会　会長

19 森　森恵 松浪地区地域包括支援センターさざなみ　管理責任者

20 新倉　哲也 松浪地区体育振興会　副会長

21 監事 櫻井　武一 松浪地区スポーツ少年団　代表

22 書記 佐々木　睦子 汐見台小学校区青少年育成推進協議会　副会長

23 小野江　達人 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会　会長

24 大類　ひさ枝 松浪小学校区青少年育成推進協議会　監査

25 和田　美香 汐見台小学校ＰＴＡ　会長

26 椿　恭子 緑が浜小学校ＰＧＴ　副会長

27 土屋　須賀子 松浪小学校ＰＴＡ　本部渉外担当

28 鈴木　美奈子 松浪中学校ＰＴＡ　会長

29 監事 菊池　紀子 食生活改善推進団体　会員

30 川田　昌子 公募委員

31 加藤　敦子 公募委員

32 伊藤　昌宏 市民自治推進課　課長補佐

33 忠隈　厚志 市民自治推進課　副主査

※恐れ入りますが、今後の事務の都合上、令和２年１月３１日（金）までに出欠のご連絡、会長が欠席の場合、代理の方の出欠等につい
て、ご報告いただきますようお願いいたします。







 まちぢから協議会連絡会 令和元年１２月定例会 

                           令和元年１２月１１日（水）開催 

 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼等事項 広報紙掲載 概要等 説明 

１ 保育課 「第２期茅ヶ崎市子

ども・子育て支援事業

計画」（素案）パブリ

ックコメントの実施

について 

有（12 /15号） 

無 

子どもや保護者の視

点に立った子ども・

子育て支援施策のさ

らなる充実を図るた

め、「第２期茅ヶ崎市

子ども・子育て支援

事業計画」の素案を

とりまとめたことに

よるパブリックコメ

ントを実施すること

の周知。 

市民自治推進 

課長 

２ 秘書広報課 市内公共施設見学会

の終了について 

有（  /  号） 

無 

市内の団体、グルー

プを対象として、市

政に対する理解や認

識を深めてもらうこ

とを目的として実施

していた公共施設見

学会を終了する考え

を持っていることに

ついての説明。 

秘書広報課長 

３ 青少年課 青少年指導員推薦に

係わる協力依頼につ

いて 

有（  /  号） 

無 

次期青少年指導員の

推薦にあたり、各小

学校区の青少年育成

推進協議会会長より

相談等があった際

に、自治会長の皆様

に協力いただくよう

依頼するもの。 

青少年課長 

４ 福祉政策課 茅ヶ崎市民生委員児

童委員協議会の広報

紙「おひさま」第９号

の配布協力について 

有（  /  号） 

無 

平成２５年度より全

戸配布を行ってい

る、茅ヶ崎市民生委

員児童委員協議会の

広報紙「おひさま」

が完成したことか

ら、自治会員への配

布を依頼するもの。 

福祉政策課長 



５ 福祉政策課 第４期茅ヶ崎市地域

福祉計画・第６次茅ヶ

崎市地域福祉活動計

画・第１期茅ヶ崎市青

年後見制度利用促進

基本計画策定のため

の意見交換会につい

て 

有（  /   号） 

無 

次期の「茅ヶ崎市地

域福祉計画・茅ヶ崎

市地域福祉活動計

画」と、新たに策定

する「茅ヶ崎市青年

後見制度利用促進基

本計画」を一体的に

策定するにあたり、

各地区で開催されて

いる地区懇談会を活

用した意見交換会を

計画していることに

ついての説明。 

福祉政策課長 

６ 高齢福祉介護課 令和元年度第２回茅

ヶ崎市介護予防・日常

生活支援総合事業担

い手研修の受講者募

集について 

有（1 /1 号） 

無 

本年度２回目とな

る、茅ヶ崎市介護予

防・日常生活支援総

合事業担い手研修の

受講者募集に関する

自治会回覧を依頼す

るもの。 

高齢福祉介護課 

介護保険担当課

長 

７ 高齢福祉介護課 歌体操ボランティア

８期生の募集につい

て 

有（1 /1号） 

無 

歌体操ボランティア

の募集、養成講座に

関するチラシの自治

会回覧を依頼するも

の。 

高齢福祉介護課

長 

８ 都市政策課 感震ブレーカー等設

置費補助金制度につ

いて 

有（  /  号） 

無 

感震ブレーカー等設

置費補助金制度につ

いて、令和元年度の

実績報告と令和２年

度のスケジュール等

についての説明。 

都市政策課長 

 



案　件　名 応　募　期　間 担当課

1
第２期茅ヶ崎市子ども・
子育て支援事業計画（素
案）

令和元年１２月１６日（月）から
令和２年１月１５日（水）まで

保育課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当

　　　電　　　話　８２－１１１１　（内線２４１４・２４１５）

　　　　　　　　　　　　

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　子どもや保護者の視点に立った子ども・
子育て支援施策のさらなる充実を図るた
め、「第２期茅ヶ崎市子ども・子育て支援
事業計画」の策定作業を進めています。こ
のたび、計画の素案をとりまとめました。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在、実施をしている案件及び実施を
予定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は１２月１１日現在の予定であり、実際
の実施においては、若干、変更になる可能性がございます。

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料１ 

総務部 市民自治推進課 



 

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

企画部 秘書広報課                             

 

           令和元年１２月１１日  

                                 

まちぢから協議会長 各位 

  

秘書広報課長 

 

  

「市内公共施設見学会」の終了について（お願い） 

 

歳末の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、市政推進に御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、本市では広報活動の一環として昭和４６年頃より、市民の皆様を対象に、市政に

対する理解や市の活動への認識を深めていただくことを目的として、「市内公共施設見学会」

を開催しており、今まで多くの方に御参加いただいてまいりました。 

しかしながら、ここ数年は庁内各課かいによる市マイクロバスを利用した事業が増加し

ていることから、これまで開催していた「市内公共施設見学会」のために運行予約を取る

ことが非常に難しく、開催が困難な状況となっておりました。今後も同様な状況が続く見

込みであり、状況が改善される見込みが薄いことから、大変申し訳ございませんが今年度

末をもちまして市主催による「市内公共施設見学会」を終了したいと考えております。 

現在、市民の皆様に対して、公共施設の御案内につきましては、主に「広報ちがさき」、

「市ホームページ」をとおして情報提供を行っており、新たな施設がオープンする際には

内覧会なども開催しております。今後につきましても、引き続き様々な機会を捉えて情報

を提供していけるよう努めてまいります。 

最後となりますが、これまで本事業に御参加いただいた多くの方々に感謝申し上げると

ともに、今回の「市内公共施設見学会」事業中止への御理解をお願いいたします。今後も

本市の広報活動に対して御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

事務担当：企画部秘書広報課広報担当 渡辺・塩田 

       電話番号：０４６７－８２－１１１１    



○案  

元茅教青第  号 

令和元年１２月  日 

 

自 治 会 長 様 

茅ヶ崎市教育委員会 

教育長  竹内 清  

    （ 公 印 省 略 ） 

 

青少年指導員推薦に係わる協力依頼について 

  

 寒冷の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素より、青少年の健全育成につきまして、ひとかたならぬ御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、現在御協力をいただいております青少年指導員の任期が令和２年３月３１日をもって満了とな

るため、次期（令和２～３年度）青少年指導員の候補者の推薦を各小学校区の青少年育成推進協議会  

会長に依頼いたします。 

つきましては、各小学校区の青少年育成推進協議会会長から、各自治会地域の実情を把握されており

ます自治会長様に推薦にあたっての協力依頼がございましたら、御多忙のところ恐縮ですが、御協力  

くださいますようお願い申し上げます。 

なお、各小学校区青少年育成推進協議会会長へは、令和２年２月末を必要書類提出期限と定めさせて

いただき通知いたしますことを申し添えます。 

 

           

事務担当 教育推進部青少年課育成担当 諸坂 

電  話 0467-82-1111（内線 3351） 

名 称 青少年指導員 

定 数 ９５名 

推 薦 数 １小学校区につき５名 

選考基準 青少年に対し深い理解と愛情を持って健全な育成に努めている人                   

（神奈川県青少年指導員委嘱要領第２項） 

選考方法 各小学校区青少年育成推進協議会の推薦によるものとする。 

職務内容 １ 青少年の体験活動の促進に関すること。 

２ 青少年団体の育成と支援に関すること。 

３ 青少年に望ましい地域づくりに関すること。 

４ 青少年に関する相談と対応に関すること。 

５ 青少年に関する調査と情報提供に関すること。 

６ その他青少年の健全な育成の推進に関すること。 

身 分 神奈川県青少年指導員 

任 期 令和２年４月１日～令和４年３月３１日の２年間（ただし、再任を妨げない。） 

報 酬 等 年額３７，５００円 

委 嘱 者 神奈川県知事 

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

教育推進部 青少年課 



○案  

 

青少年指導員の主な活動内容 

 

 令和元年度の青少年指導員（茅ヶ崎市青少年指導員連絡協議会）の活動を参考として紹介いたし

ます。（１２月以降は全て予定です） 

  

■ 茅ヶ崎市青少年指導員連絡協議会 

青少年指導員連絡協議会による活動（定例会、研修。年２回広報の発行 等） 

 

■ 自主事業・協力事業 

月 事業名 

４月 総会 

５月 子どもの安全を守るキャンペーン 

６月 湘南地区青少年指導員研修会へ参加 

７月 遊び体験教室（キャンプ）※一泊二日 

社会環境実態調査 

茅ヶ崎・寒川犯罪ゼロ推進会議街頭キャンペーン 

社会を明るくする運動キャンペーン 

青少年健全育成を進める県民大会 

８月 指導員研修 

９月 自然体験教室（キャンプ）※１泊２日 

１０月 子ども会交流会への参加（ドッヂビー大会） 

湘南地域青少年社会環境健全化推進連絡会講演会へ参加 

１１月 子どもの安全を守るキャンペーン 

市民ふれあいまつり 

県青少年指導員大会 

県立茅ケ崎養護学校文化祭きらめき祭 

青少年会館フェスタ 

全体会（研修会） 

１月 成人のつどい  

青少年育成のつどい 

２月 子ども会新役員研修会（ゲームセミナー） 

自然体験教室（キャンプ）※１泊２日 

３月 ちがさきスポーツ・レクリエーションフェスティバル 

 

その他 有害図書回収（月１回）、パトロール協力 等   

 

















 

第４期茅ヶ崎市地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福祉活動計画・第１期茅ヶ

崎市成年後見制度利用促進基本計画策定のための意見交換会の概要について 

 

 

１ 計画策定についての考え方 

（１）第３期茅ヶ崎市地域福祉計画と第４次茅ヶ崎市地域福祉活動計画の一体的策定 

市における地域福祉の将来あるべき姿を描き、車の両輪のような関係にある「茅ヶ

崎市地域福祉計画」と「茅ヶ崎市地域福祉活動計画」を、平成２７年度に「地域福祉

プラン」として一体的に策定することで、市の地域福祉行政の運営と市社協、住民、

各種団体、ボランティアなど民間の活動をわかりやすく整理し、それぞれのまちづく

り、地域づくりに向けた方向性を定めました。 

 

 

（２）成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴う成年後見制度利用促進基本

計画の策定 

判断能力が不十分な人を支える重要な手段であるにも関わらず、成年後見制度が十

分に利用されていない実態を鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行さ

れ、続いて成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。 

法律及び計画では、市町村において、市町村計画の策定に努めることとされました。 

 

 

（３）策定の方向性 

上記のような地域福祉計画を取り巻く状況を踏まえ、地域福祉計画と地域福祉活動

計画を引き続き一体的に策定し、成年後見制度利用促進基本計画についても、対象者

が高齢者、障害者等の分野にまたがっており、地域福祉計画が目指す地域共生社会の

実現のための取り組みの１つであることから、地域福祉計画と一体的に策定します。 

 

 

２ 意見交換会のねらい 

 

(1) 地域福祉計画・地域福祉活動計画の見直しに向けた周知度・進捗度の確認 

(2) 新たな地域課題の掘り起こし 

(3) 地域福祉推進のための地域住民・市社協・市の役割の再確認 

(4) より分かりやすい計画となるよう幅広く意見を聴収し、改善を図る 

 

 

３ 意見交換会の開催方法 

現在地区で開催している地区懇談会を意見交換会として開催する。 

 ・地区で開催される場の活用、地区の方々の負担軽減 

 ・地区の懇談会を別の内容で開催する場合、アンケートの実施等を検討 

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料５ 

福祉部 福祉政策課 



 

４ 意見交換会等のスケジュール 
 

(1) 令和元年１月から３月に各地区１回ずつ開催 

(2) 開催時間 １時間半～２時間 

※各地区社会福祉協議会にて決定いたします。 

 

 

５ 意見交換会の参加者（案） 全体で 30～50人程度（地区によって若干異なります） 

 

(1) 単位自治会長 

(2) 地区社会福祉協議会 

(3) ボランティア関係者 

(4) 地区民生委員児童委員協議会 

(5) 地域包括支援センター・福祉相談室 

(6) 地域住民（申込制）（広報ちがさき １月１５日号に掲載） 

(7) 茅ヶ崎市社会福祉協議会（地区担当） 

(8) 茅ヶ崎市福祉部福祉政策課（地区によっては福祉部をはじめとする他課への依頼

あり）  







 

 

歌体操とは、高齢者の虚弱化予防を目的に、やさしい童謡を歌いながら普段使っていない筋肉を

動かす体操です。歌いながら体操をすることで、有酸素運動になります。今回、参加者の前で体操

の実演や会場設営等を毎月２回実施していただく歌体操ボランティア８期生を大募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

あなたも元気がでる歌体操のボランティアになりませんか！ 

 

 

歌体操ボランティア養成講座の内容・日程（４日間コース） 

回 日時 場所 内容 講師等 

1 １/27（月） 

9時 45分～12時 15分 

市役所

本庁舎

４階 

会議室

１ 

開講式 

介護予防・ボランティア（考え方、責任

と楽しみ）・歌体操とは・歌体操の実習 

 

 

福留スミ子（保健師） 

小浜久美子（介護職） 

関根歩（健康運動指導

士） 

2 2/3（月） 

9時 45分～12時 15分 
高齢者のこころと身体の特徴 

ロコモティブシンドローム（※） 

歌体操の実習 

3 2/17（月） 

9時 45分～12時 15分 
教室運営の配慮・歌体操の実習 

4 2/25（火） 

9時 45分～12時 15分 
歌体操の実習 

修了式 

※ロコモティブシンドロームは骨・筋肉等の運動器の疾患で、そのために自力での移動が困難になり介護が必要となる危

険性が高い状態です。 

 

★筆記用具、飲み物を持参し、体操ができる服装でお越しください。 
 

【募集要件】 

介護予防に関心があり、４日間出席可能で、受講後無償で、裏面の会場の中のいずれかで、

定期的に月２回の歌体操教室「ねぼし」の運営（会場設営・体操実演等）に協力いただける

市内在住の方。ボランティア活動を行う会場は相談の上決定します。 
 

【留意事項】 
全プログラムの 2/3以上出席の方に修了証を交付いたします。 

 

【お申込み期間】 
令和２年１月２０日（月）まで 

 

【お申込み方法】 

高齢福祉介護課へ電話又は、窓口でお申込み下さい。 

 

【お申込み・お問い合わせ先】 

高齢福祉介護課支援給付担当 保健師  電話 0467-82-1111   内線 2125 

 

 

 

歌を歌う 

気分が良くなる やる気・元気が出る 

体操 ときめく人生 ＋ ＝ 

したいことができる！行きたい所に行ける！ 

「かかし」を歌いながら片足立ち 10秒 

回覧 

 

実施会場は裏面にあります 

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料７ 

福祉部 高齢福祉介護課 



【歌体操教室ねぼしの実施会場】 
 会場 住所 日程等 

中海岸自治会館 中海岸 4-1-44  毎月第 1・3水曜日 14時～15時 

鶴嶺西コミュニティセンター 萩園 2360-1 毎月第 1・3木曜日 10時～11時 

下寺尾自治会館 下寺尾 676 毎月第 2・4木曜日 14時～15時 

円蔵自治会館 円蔵 2282 毎月第１・3水曜日 10時～11時 

松浪コミュニティセンター 常盤町 2-2 毎月第 1・3金曜日 10時～11時 

松尾自治会館 松尾 3-34 毎月第 1・3水曜日 14時～15時 

本宿自治会館 赤松町 3-8 毎月第 1・3火曜日 10時～11時 

小出地区コミュニティセンター 

（駐車場あり） 
堤 1948-1 

毎月第 2・4木曜日 

①9時 45分～10時 45分 

②11時～12時 いずれかの一方の時

間でも可 

湘南ライフタウン B地区集会所 堤 29 毎月第 2・4月曜日 10時～11時  

堤自治会館 堤 3191-2 毎月第 1・3月曜日 10時～11時 

松浪自治会館 浜竹 1-5-6 毎月第 1火・第 3木 14時～15時 

上赤羽根自治会館 赤羽根 2442 毎月第 2・4月曜日 14時～15時 

小桜町防災倉庫 小桜町 1-65 毎月第 2・4木曜日 14時～15時 

コミュニティセンター湘南 

（駐車場あり） 
中島 1670 毎月第 2・4金曜日 10時～11時 

香川自治会館 香川 3-20-1 毎月第 1・3木曜日 10時～11時 

南湖会館 南湖 4-6-1 毎月第 2・4水曜日 10時～11時 

浜須賀会館 松が丘 2－8－63 毎月第１・3水曜日 10時～11時 

ショクサンビラ自治会館 室田 2-25-15 毎月第 2・4金曜日 10時～11時 

ひょうきん山会館（駐車場１台有） 浜竹 4‐6-9 毎月第 1・3木曜日 13:30～14:30 

 

 

 

◆高齢者のためと思って始めましたが、すごく自分のために
なっているなと思います。
◆毎回参加者からパワーをもらっていて、私も頑張れます。
◆ボランティア感覚がありません。参加者に喜んでもらえること
が、とても嬉しいです。
◆参加者の体力が向上しているのが見えて、嬉しいです。
◆ボランティア同士が仲が良い。ボランティア仲間ができたこと
が嬉しく、楽しいです。

歌体操ボランティアの声

 

歌体操ボランティア８期生として活躍してみませんか？ご連絡をお待ちしています！ 

 

申込・お問い合わせ先⇒茅ヶ崎市高齢福祉介護課 ０４６７－８２－１１１１ 内線２１２５ 

鶴嶺西コミュニティセンターの歌体操教

室で活動しているボランティアと講師 



 

 

 

令和元年１２月１１日 

まちぢから協議会連絡会 資料８ 

都市部 都市政策課 

感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

１．令和元年度の交付決定実績について 

令和元年１２月１０日時点での交付決定実績は、下表のとおりです。 

 

地 区 交付決定数 

茅 ヶ 崎 157  

茅ヶ崎南 800  

海 岸 1,150  

南 湖 119  

鶴 嶺 東 684  

松 林 379  

松 浪 156  

浜 須 賀 371  

湘 北 460  

小 出 20  

合 計 4,296  

 

実績報告の提出期限は、令和２年２月２８日となっています。 

（手続きに必要な書類：実績報告書、設置者名簿、領収書の写し） 

 

２．令和２年度の補助金制度について 

（１）交付決定の暫定措置 

令和元年度は、補助金の交付申請を受けたものから順次交付決定を行いましたが、感

震ブレーカーの必要性の周知が進み、取組む自治会が増えてきたことから、申請数が計

画数を超過しました。 

令和２年度も同様のことが想定されることから、暫定措置として５月末までに交付申

請をしていただき、各地区の個数を調整した上で交付決定を行う予定です。 

 

（２）今後の予定 

本日の添付資料を、全自治会長へ郵送いたします。 

また、令和２年度の申請は、各まちぢから協議会にて予定数を取りまとめ、令和２年

度５月２９日までに交付申請を行って下さい。 
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令和２年１月 

茅ヶ崎市 都市部 都市政策課 

 

  

本事業は、地域が主導して感震ブレーカーの設置を進めることで、地

域で大規模地震時の出火予防を図り、火災による被害を減らすことを

目的としています。 

令和２年度 

感震ブレーカー設置費補助金のご案内 

案 

添付資料 
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地震発生時に設定値以上の揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセントなどの電

気を自動的に止める器具です。 

主な感震ブレーカーの種類としては、分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプ

がありますが、本補助金では簡易タイプのみを補助金対象としています。 

感震ブレーカーとは 

 

地震を感知すると家屋内すべての電気が遮断されるため・・・ 

 

① 夜間避難時の照明の確保が必要 

停電時に点灯する非常灯の設置や、寝室に懐中電灯等の常備が必要となります。また、

家屋内の安全な避難路を確保するために、家具転倒防止を同時に行うことが必要です。 

 

② 常時電源が必要な機器を使用している場合は、補助電源が必要 

常時電源が必要な生命維持に関わる医療器具等を使用している場合は、確実に動作す

る補助電源が必要となります。 

感震ブレーカー設置時の注意事項 

《ホームページ》 

本冊子及び本冊子に掲載されている申請書類は、 

ホームページからダウンロードができます。 

 

●茅ヶ崎市ホームページからの場合 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/index.html 
 

【茅ヶ崎市ホームページ】⇒【市政情報】⇒【まちづくり】 

⇒【都市防災（防災まちづくり）】⇒【感震ブレーカー等設置費補助金のご案内】 

 

 

●「感震ブレーカー等設置費補助金のご案内」へ直接アクセスする場合 

  

 

 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/1007927/1034073.html 

 

 

 

 

携帯サイト 
ＱＲコード 
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１．補助対象者                                   
  

まちぢから協議会 

（まちぢから協議会が設立されていない地域にあっては、地区自治会連合会） 

   ※申請は、個人ではなく、まちぢから協議会毎になります。 
 

２．補助対象事業                                  
 

簡易タイプ感震ブレーカーのうち、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製

品等推奨制度に基づき推奨する器具になります。 
 

推奨製品の一覧（R01.12 時点）※ 

①ヤモリ 
(2,500 円＋税 250円) 

②ヤモリ・デ・セット 
(5,000円＋税 500円) 

③スイッチ断ボールⅢ 

(2,500 円＋税 250円) 

④パワーヤモリセット 
(7,500円＋税 750円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑤ピオマ感震ﾌﾞﾚｰｶｰ 
(9,800円＋税 980円) 

⑥地震みはりロボ 
(25,000円＋税 2,500円) 

⑦震太郎 
(9,800円＋税 980円) 

⑧ｋｉ感震センサー 
(4,950円＋税 495円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
※推奨製品は、新しい製品が追加される場合があります。最新情報は、一般財団法人日本消防設備安全セ

ンターのホームページをご確認下さい。http://www.fesc.or.jp/05/index3-b.html 
また、上表の価格は参考価格です。 

 
３．補助金額                                    
 

感震ブレーカーの税込本体価格の２／３（100円未満切り捨て、1個あたりの上限金額 3,000

円）に設置個数を乗じた額になります。 

  
感震ブレーカー 

税込本体価格 
× （ ※上限金額 3,000円 ） ×  設置個数 

２ 

３ 

●地震を感知し、バネでﾌﾞ
ﾚｰｶｰのｽｲｯﾁを自動で落と
します 

●蓋付き分電盤等スペー
スがない場合に適してい
ます 

●標準ヤモリでは切断不
可能な家庭用特殊ブレー
カーに適しています 

●地震が起きるとボール
が揺れ落ちて、ﾌﾞﾚｰｶｰのｽ
ｲｯﾁを自動で落とします 

●地震を感知後、３分後に
自動でﾌﾞﾚｰｶｰを遮断しま
す 

●地震を感知後、３分後に
擬似漏電によりﾌﾞﾚｰｶｰを
遮断します(ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ) 

●地震を感知後、３分後に
擬似漏電によりﾌﾞﾚｰｶｰを
遮断します(ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ) 

●地震を感知後、３分後に
擬似漏電によりﾌﾞﾚｰｶｰを
遮断します(ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ) 

※３端子タイプもあります  

http://www.fesc.or.jp/05/index3-b.html
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４－１．補助金申請の流れ・必要書類                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 まちぢから協議会 

【第一次申請期間】R02(2020).4.15～5.29 

【第二次申請期間】R02(2020).7.1～R3(2021).1.29 

 

(1)補助金交付申請 

 

【手続きに必要な書類】 

①補助金交付申請書（協議会）記入例１(P7) 

②見積書（協議会）       記入例２(P8) 

 実績報告後の精算において、当初の補助金交付決定額を超えての精算は 

できませんのでご注意ください。 

【提出期限】R3(2021).2.26 

(5)機器の購入・設置 

(6)実績報告  

【手続きに必要な書類】 

①実績報告書（協議会）  記入例５(P11) 

②設置者名簿（自治会）  記入例６(P12) 

③領収書の写し（自治会 ） 記入例７(P13) 

補助金交付決定通知書を受理後、 

速やかに提出！ 

(3)補助金請求 

ｚｚ 

【手続きに必要な書類】 

＜１．自治会ごとの振込の場合＞ 

①補助金請求書（自治会ごと） 記入例３(P9) 

②感震ﾌﾞﾚｰｶｰ設置費補助金の口座振込みに関 

する協定書（協議会）２部   記入例４(P10) 
  

＜２．「まちぢから協議会」へ一括振込の場合＞ 

①補助金請求書（協議会）     記入例３(P9) 

請求日より 2週間～１ヶ月後 

(4)補助金交付 振込 

納付書 

【郵送書類】 報告日より 2週間～１ヶ月後 

【戻入期限】R3(2021).3.31 

(7)精算（戻入） 

※返納発生する場合 
郵送 

郵送 

申請後 2週間～１ヶ月後 

(2)補助金交付決定 
補助金交付 

決定通知書 

●補助金請求書 

●協定書 

●実績報告書 

【郵送書類】 

＋ 

※個数調整 

※先着順 
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４－２．補助金申請の詳細手続き                                

 

(1)補助金交付申請（「まちぢから協議会」から市へ） 

・各自治会の設置個数を集計し、「まちぢから協議会」で個数を取りまとめ申請して下さい。 

・見積書は「まちぢから協議会」単位で取得して下さい（市で取得することも可能です）。 

・令和２年度は、各地区の個数を調整したうえで、交付決定を行います。（第１次申請期間） 

 なお、第２次申請期間については、交付申請を受けたものから順次交付決定を行います。 

【第１次申請期間】令和 2年（2020 年）4月 15 日～5月 29日 

【第２次申請期間】令和 2年（2020 年）7月 1日～令和 3 年（2021 年）1 月 29日 

      【手続きに必要な書類】 ①補助金交付申請書（協議会）   記入例１(P7) 

②見積書（協議会）            記入例２(P8) 

 

(2)補助金交付決定（市から「まちぢから協議会」へ） 

 ・市から「まちぢから協議会」へ「補助金交付決定通知書」をお送り致します。 

  （補助金交付申請日より２週間～１ヶ月後） 

 ・「まちぢから協議会」は、各自治会へ交付決定した旨をお伝えください。 

 ・その他、「補助金請求書」「協定書」「実績報告書」を同封いたします。 

（今後の手続きに必要なため、紛失しないようにご注意ください） 

 

(3)補助金請求（「まちぢから協議会」から市へ） 

 ・「補助金交付決定通知書」を受け取った後、市へ補助金請求を行ってください。 

・補助金の振込先により、必要書類が異なります。（下記参照） 

 

 ＜１．自治会ごとの振込の場合＞ 

 ・市から郵送された「補助金請求書」１部、「協定書」２部を、「補助金交付決定通知書」

を受理後速やかに、市へ提出してください。 

 ・「補助金請求書」は、自治会ごとに作成し、提出して下さい。 

      【手続きに必要な書類】 ①補助金請求書（自治会ごと）   記入例３(P9) 

②感震ブレーカー設置費補助金の口座振込みに関する 

協定書（協議会）２部         記入例４(P10) 

 

 ＜２．「まちぢから協議会」へ一括振込の場合＞ 

 ・市から郵送された「補助金請求書」を、「補助金交付決定通知書」を受理後速やかに、市

へ提出してください。 

      【手続きに必要な書類】 ①補助金請求書（協議会）       記入例３(P9) 

※第１次申請で予算に達した場合は、第２次申請を行わない場合があります。 
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(4)補助金交付（市から自治会へ） 

 ・市から指定された口座へ補助金を振込みます。（補助金請求日より２週間～１ヶ月後） 

 

(5)機器の購入・設置 

・自治会ごとに販売店より機器を購入し、領収書を受領して下さい。 

・自治会や防災会で設置支援が難しい場合は、有償で設置支援を行う制度をご活用下さい。 

○シルバー人材センターで設置を依頼することが可能です。（550円/個） 

○依頼する場合は、自治会にて取りまとめの上、シルバー人材センターへ申込みを 

して下さい。 

【公益社団法人 茅ヶ崎市シルバー人材センター 連絡先】 

ＴＥＬ：０４６７（８５）７４２５ 

 

(6)実績報告（協議会から市へ） 

・全自治会の設置が完了しましたら、まちぢから協議会は各自治会の設置者名簿、領収書

写しを取りまとめ、実績報告書とともに市へ提出して下さい。 

      【手続きに必要な書類】 ①実績報告書（協議会）  記入例５(P11) 

②設置者名簿（自治会）  記入例６(P12) 

③領収書の写し（自治会） 記入例７(P13) 

 

・設置者名簿は自治会ごとに作成して下さい。 

・実績報告書の提出期限は、令和 3 年（2021 年）2月 26 日 となります。 

 

(7)精算（戻入）（自治会から市へ） 

 ・返納が発生する場合は、市から自治会へ納付書を送付しますので、期限までに返納して

下さい。 

・戻入期限は、令和 3年（2021 年）3月 31日となります。 

  

  
《問い合わせ先》 

補助金に関して、ご不明な点がある場合は、以下にお問い合わせください。 

 

茅ヶ崎市 都市政策課 都市政策担当 

ＴＥＬ：０４６７（８２）１１１１ 内線２３４２、２３４４ 

ＦＡＸ：０４６７（５７）８３７７ 

ＭＡＩＬ：toshiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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第１号様式（第３条、別表関係） 

 

補助金交付申請書 

 

令和  年  月  日 

（あて先）茅ヶ崎市長 

 

住所  茅ヶ崎市●●―●● 

 

申請者 氏名  ●●まちぢから協議会  

                             会長 ●● ●●    ㊞ 

                         電話番号 ０４６７－●●－●●●● 

 

令和 年度感震ブレーカー設置費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

目的…大規模地震時の通電火災の発生と延焼を防止すること 

 

内容…各自治会から希望を募り、感震ブレーカーを設置等する事業 

 

２ 補助事業の着手及び完了の予定期日 

 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

３ 交付申請額 

 

         円   

 

４ 交付申請額の算出方法 

 

  別紙のとおり 

 

５ 補助事業費の経費の配分及び経費の使用方法 

 

感震ブレーカーの設置等費用 

 

 

 

記入例１ 

記入不要です 

以下、記入不要です 

本書類は、まちぢから協議会（地区自治会連合会）が作成し、

市へ提出する書類です。 ※ＨＰよりダウンロード可能 

記入不要です 

記入不要です 

補助金交付申請書類① 

押印してください 

（ｼｬﾁﾊﾀは不可） 

※申請後も使用しますので、印鑑

が分かるようにお願いします 

記入箇所 
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号による

本 社

　　

　　

　　　　　　　　　 　　

2,700

5,400

担当： ○○

●●地区 まちぢから協議会  会長 ◆◆◆◆　様

令 和 ● 年 ● 月 ● 日

御 見 積 書

年　　月　　日付　貴
● ● ● ● 株 式 会 社

ご照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

●●●●何卒ご検討の上、ご注文賜り度お願い致します。 代表取締役

合計金額 ￥ 297,000- 〒253-0000 茅ヶ崎市○○-○-○

営 業 所 〒253-0000 茅ヶ崎市○○-○-○
件 名 感震ブレーカー

納 入 場 所 別途お打合せ ＴＥＬ ０４６７－○ ○－ ○○

納 期 別途お打合せ Ｆ ＡＸ ０４６７－○ ○－ ○○

御 支 払 条件

見積有効期限 ３ヶ月

備 考

摘　　　　　　　　要 数　量 単　価 金　　　　額

感震ブレーカー

  ヤモリ GV-SB1 (＠2500)(消費税込) 100台 270,000

　ヤモリ・デ・セット (＠5000)(消費税込) 5台 27,000

 小計 297,000

¥297,000

＜備考＞

　●●自治会 50台(ヤモリ50台)

　●●自治会 35台(ヤモリ30台、ヤモリ・デ・セット5台)

　●●自治会 20台(ヤモリ20台)

合　　　　　計

記入例２ 

備考欄に、各自治会の内

訳を記入して下さい 

 

協議会会長あてと

して下さい 

本書類は、まちぢから協議会（地区自治会連合会）が

販売店より取得し、市へ提出する書類です。 

補助金交付申請書類② 
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感震ブレーカー設置費補助金請求書 

金額        

上記の感震ブレーカー設置費補助金を支払われたく請求いたします。 

  

 令和   年   月   日 

  

（あて先）茅ヶ崎市長 

             住 所    茅ヶ崎市●●●－●－●●         

 

             名 称    ●●地区まちぢから協議会           

 

（まちぢから協議会）   代表者氏名  会長 ●● ●●   ㊞           

 

口座振替依頼書 

（まちぢから協議会以外の口座を利用する場合は委任状に記載が必要） 

金融機関 

 

 

 

●● 銀行   ●● 支 店 

      

     農協 

     組合 

     信用金庫      営業部 

口座番号  ●●●●●●● 

口座名義（カタカナで記入） 

●●●ジチカイ 

▲▲▲ ◆◆◆◆ 

預金科目    ■普通預金  □当座預金  

 

委任状 

 

住 所    茅ヶ崎市●●●－▲－■           

 

受任者       名 称     ●●●自治会              

 

             役職・氏名  ▲▲▲ ◆◆◆◆               

 

 私は、上記の者を代理人と定めて次の権限を委任します。 

１ 令和●年度感震ブレーカー設置費補助金の受領に関する一切の権限 

令和  年  月  日 

住 所    茅ヶ崎市●●●－●－●●          

 

委任者       名 称    ●●地区まちぢから協議会          

 

（まちぢから協議会）  代表者氏名  会長 ●● ●●   ㊞           

 

 

記入例３ 
本書類は、自治会が作成し、まちぢから協議会（地区自治会連合会）

が取りまとめ市へ提出する書類です。※ＨＰよりダウンロード可能 

自治会ごとに補助金

額を記入して下さい 

金額は右詰めで、先

頭に￥マークを記入

して下さい 

受任者と口座名義

は、役職を含めす

べて同名義として

下さい 

記入不要です 

記入不要です 

補助金請求書類① 

申請書と同じ印鑑で

お願い致します 

￥ ● ● ● ● ● 
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  感震ブレーカー設置費補助金の口座振込みに関する協定書（案） 

 

 

 ●●地区まちぢから協議会（以下「協議会」という。）と茅ヶ崎市（以下「市」という。）

は、感震ブレーカー設置費補助金（以下「本補助金」という。）の金融機関への振込みに関

し、以下の条項に従い協定書（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本補助金について、感震ブレーカーを設置した各自治会（別紙）へ個別に振込む 

ことにより、感震ブレーカーの設置を促進することを目的とする。 

 

（業務の範囲） 

第２条 本補助金により定める額を各自治会が指定した当該自治会長又は当該自治会会計

者名義の金融機関の預金口座に振込むこととする。 

２ 協議会に属する全ての自治会（別紙）が本協定により本補助金を振込むこととする。 

３ 本補助金の振込みにあたり、各自治会は感震ブレーカー設置費補助金請求書及び領収

証の写しを市へ提出する。 

４ 金融機関は原則として、銀行、農業協同組合、信用金庫、信用組合とする。  

 

（振込）  

第３条 口座への振込みは、協議会が各自治会を取りまとめて市へ申請するものとする。 

 

（有効期間） 

第４条 協定の期間は、令和  年  月  日から令和 年度感震ブレーカー設置費補 

助金制度の振込みが完了するまでとする。ただし、双方異議なき場合は引き続き翌年度 

も自動的に継続するものとする。 

 

上記を証するため、本書 2 通を作成し、協議会及び市は記名・押印の上、各 1 通ずつ保 

管する。 

 

 

令和  年  月  日 

                      茅ヶ崎市●● 

                      ●●地区まちぢから協議会 

                      会 長    ●● ●●    印 

 

                      茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

                      茅ヶ崎市 

                      茅ヶ崎市長  佐藤 光     印 

 

 

記入例４ 

本書類は、まちぢから協議会（地区自治会連合会）が作成し、

市と締結する書類です。※ＨＰよりダウンロード可能 

記入不要です 

記入不要です 

補助金請求書類②（自治会ごとの振込の場合） 

記入箇所 申請書と同じ印鑑で 

お願い致します 
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第５号様式（第１０条、別表関係） 

 

実績報告書 

 

年   月   日 

（あて先）茅ヶ崎市長 

 

住所 茅ヶ崎市●●－●－●● 

   

申請者 氏名 ●●地区まちぢから協議会 

       会長 ●● ●●      ㊞ 

 

                         電話番号 ０４６７－●●－●●●● 

 

令和●年●月●日付け茅ヶ崎市指令第▲▲▲▲号で交付決定を受けました感震ブレーカー設置

費補助事業の補助金に係る補助事業の実績を、次のとおり報告します。 

 

１ 事業実績 

 

 事業完了日    年   月   日 

   

その他詳細は別添 設置完了に係る書類に記載のとおり 

 

 

２ 収支実績 

   

  別添 収支決算書に記載のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例５ 

本書類は、まちぢから協議会（地区自治会連合会）が作成し、

市へ提出する書類です。※ＨＰよりダウンロード可能 

以下、記入不要です 

記入不要です 

記入不要です 

実績報告申請書類① 

記入箇所 

申請書と同じ印鑑で 

お願い致します 
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記入例６ 

No. 氏名 住所
設置

機器
No. 氏名 住所

設置

機器

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

11 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

設置機器 ①ヤモリ ③スイッチ断ボールⅢ

②ヤモリ・デ・セット ④ピオマ

●●自治会設置者名簿

本書類は、自治会が作成し、まちぢから協議会（地区自治会連合会）

が取りまとめ市へ提出する書類です。※ＨＰよりダウンロード可能 

規定の書式はありませんが、設置

者の氏名、住所、設置機器が分か

るように作成して下さい 

実績報告申請書類② 
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No. 

 領 収 書  

令和  年  月  日 

 

 

但し、 

上記正に領収いたしました。 

 
株式会社○○○○ 

〒123-4567 

茅ヶ崎市○○－○○－○○ 

TEL 12-3456-7890 FAX 12-3456-7891 

 

様 

内訳 

税抜金額 

消費税額等（ ％） 

 

￥297,000－ 

収 入 

印 紙 

●●地区まちぢから協議会 

（●●自治会） 

記入例７ 本書類は、自治会が販売店より取得し、まちぢから協議会（地区自

治会連合会）が取りまとめ市へ提出する書類です。 

あて先は、まちぢから協議会名

と自治会名を併記して下さい 

領収書は、写しを提出

して下さい 

実績報告申請書類③ 
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11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 11月 累計 累計

2 4 1 　 19 2 6 11 140 1 　 9 9 189

6 1 5 3 65 2 　 4 4 86

1 1 2 　 2 1 12 1 1 2 　 4 27

1 7 2 　 3 　 15 2 7 36

1 1 3 1 6 1 5 4 19 3 3 4 45

　 4 1 1 3 1 7 　 12 　 2 3 6 38

　 4 3 5 1 19 1 5 37

2 3 1 1 3 1 3 1 2 9 3 1 1 25

1 4 2 1 4 3 15 1 　 5 1 　 3 35

1 1 1 14 1 2 19

1 　 3 3 6 38 3 2 　 6 56

2 1 　 8 2 1 2 3 17

1 2 5 1 2 2 　 4 17

7 32 0 10 1 11 2 59 6 32 31 367 0 16 0 23 0 24 2 53 627

茅ヶ崎市内の犯罪発生状況

令和元年11月末

（手集計～統計値とは
異なります)
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茅ヶ崎地区

南湖地区

海岸地区

鶴嶺東地区

鶴嶺西地区

湘南地区

松林地区

湘北地区

小和田地区

松浪地区

浜須賀地区

小出地区

茅ヶ崎南地区
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